
青森県保育・障害福祉サービス事業所等認証評価制度実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 本制度は、県が職員処遇改善や人材育成、サービスの質の向上等に積極的に取り組む保育・

障害福祉サービス事業所等を認証することにより、質の高い人材の確保・育成及び利用者のニーズ

に合った質の高いサービスの提供を推進することを目的とする。 

 

 （対象） 

第２条 認証の対象は、次の各号のいずれかに該当する県内に所在する者（以下「事業所等」という。）

とする。 

 （１）児童福祉法（昭和 22 年 12月 12日法律第 164 号）の認可を受けた保育所、指定を受けた事業

所及び保育所・事業所を設置する法人 

 （２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年 6 月 15

日法律第 77号）第３条第１項又は第３項の認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こ

ども園及び第１７条第１項の認可を受けた幼保連携型認定こども園並びに認定こども園を設置

する法人 

 （３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年 11月 7日法律第

123号）の指定を受けた事業所及び事業所を設置する法人 

 

 （推進委員会） 

第３条 県は本制度の推進等に関し意見を求めるため、青森県保育・障害福祉サービス事業所等認証

評価制度推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （参加宣言） 

第４条 認証を受けようとする事業所等は、参加宣言書（様式１）を県に提出する。 

２ 県は参加宣言書を提出した事業所等（以下「参加宣言事業所」という。）を県が運営する専用サイ

トにおいて公表する。 

 

 （参加宣言の有効期間） 

第５条 参加宣言書の有効期間は、宣言日の翌日から起算して２年を経過する日の属する年度の末日

までとする。 

２ 参加宣言の有効期間を更新する事業所等は、前項の有効期間中に参加宣言更新届（様式６）を県

に提出しなければならない。 

 

 （認証申請） 

第６条 参加宣言事業所は、県が別に定める認証評価基準を満たしていると判断した場合は、認証申

請書（様式２）を県に提出することができる。 



 （審査及び認証） 

第７条 県は、前条の認証申請書の提出があったときは、認証評価基準に基づき審査し、委員会から

の意見聴取を経て、事業所等を認証する。 

２ 県は、認証を受けた事業所等（以下「認証事業所」という。）に対し、認証書（様式３）を交付す

る。 

 

 （認証の有効期間） 

第８条 前条第２項の規定による認証の有効期間は、認証した日から起算して３年間とする。 

２ 有効期間を更新する認証事業所は、有効期間の満了の日の属する年度の別に定める日までに認証

更新申請書（様式４）を県に提出しなければならない。 

３ 前条の規定は、有効期間の更新について準用し、県は、更新認証書（様式７）を交付する。 

 

 （認証取消） 

第９条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。 

 （１）認証事業所から認証辞退届（様式５）の提出があったとき 

 （２）認証事業所を解散若しくは事業を廃止又は休止したとき 

 （３）認証事業所が指定取消等の処分を受けたとき 

 （４）その他認証の継続が適当でないと認められるとき 

 

 （公表） 

第１０条 県は認証事業所の情報を専用サイトにおいて公表するものとする。 

 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年８月３日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年９月５日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年１１月１５日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年２月１４日から施行する。 

  

   



附 則 

 この要綱は、令和３年１月８日から施行する。         


